
 
 
 

 
 

注意事項 （規約＜休会＞より抜粋） 
（1）本スクールにおける休会に関する取扱いは次項以下のとおりとする。なお、休会とは、⻑期の治療が必要な怪我・病気が理由で、1 ヶ⽉以
上 2 ヶ⽉以内の期間を休む場合のことをいう。 
（2）休会を希望する場合は、休会⽉の前⽉末までに本スクール指定の「休会届」を提出する。なお、休会届は 1 ヶ⽉につき 1 枚必要とする。 
（3）事後の届出や当⽉の提出に関しては、⼀旦納⼊した⽉会費の返納は⾏わないものとする。 
（4）本スクールスタッフまたは事務局が休会届を受領し、休会が空けた時点で、⽉会費と休会中の費⽤の差額から必要経費を控除し返⾦する。
なお、休会中は⽉会費を半額とする。 
（5）保護者の妊娠および出産による休会は、休会初⽉のみ休会費を徴収し、翌⽉以降の休会費は無料とする。なお、休会初⽉の翌⽉以降の決済
は⾏わない。 

 
 

ご返⾦先⼝座 

（フリガナ） 

銀⾏⽀店名 

  

銀⾏・⾦庫・組合 ⽀店 

預⾦種別 普通   ・   当座 ⼝座番号 
 

（フリガナ） 

⼝座名義⼈ 

 

 
 

同意書 
教室規約に同意し、休会届を提出します。 

 
（休会届記⼊⽇）       年   ⽉   ⽇ 
 
                     保護者ご署名                   

後⽇スタッフより休会届受理についてのご連絡をいたします。 
また⼀緒に活動できることを愉しみにしております。 

休会希望⽇程  年   ⽉   ⽇ 〜   年   ⽉   ⽇の期間、休会します 

復会⽇  年   ⽉   ⽇の活動から復会 

お⼦様お名前  

参加教室名  

参加曜⽇  

クラス クラス 

理由  

休 会 届 

○印  


